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 自動車競技に関する申請・登録等手数料規定 

※下線部分：変更箇所 

改正後 現行規定 

第１条～第２５条（略）

第１２条 公認審判員許可証料 

○同一年度内において上位クラスを取得した場合…その差額とする。 

○公認審判員許可証を２種目以上併有の場合…最上級の許可証料を基本 

 として計算し、２種目めより１種目につき５００円（本体価格 455 円、 

消費税 45円）を加算する。 

第１３条～第２５条（略） 

第２６条 講習会開設申請料および受講料 

１. Ｂライセンス講習会 

種 別 申請料、受講料

（円） 

開設申請料１件につき ３,６００ 

受講料  １人 ※ ４,１００円以内 

（本体価格+消費税（10％））

（   3,273+          327）

（3,727 円以内+373 円以内）

第１条～第１１条（略） 

第１２条 公認審判員許可証料 

○同一年度内において上位クラスを取得した場合…その差額とする。 

○同一年度内においてＢ２級（Ｂ１級を含む）からＡ２級を取得した場 

合、またはＢ１級からＡ１級を取得した場合…５００円（本体価格 455 

円、消費税 45 円） 

○公認審判員許可証を２種目以上併有の場合…最上級の許可証料を基本 

 として計算し、２種目めより１種目につき５００円（本体価格 455 円、 

消費税 45円）を加算する。 

第１３条～第２５条（略） 

第２６条 講習会開設申請料および受講料 

２. Ｂライセンス講習会 

種 別 申請料、受講料

（円） 

開設申請料１件につき ３,６００ 

受講料  １人 ※ ４,１００円以内 

（本体価格+消費税（10％））

（   3,273+          327）

（3,727 円以内+373 円以内）
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※ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。 

 なお、ＪＡＦが主催する講習会の場合はこの限りではない。 

２.～４.（略） 

第２７条～第２８条（略） 

附則 第１条 施行日 

本規定は、２０２２年１１月１日より施行する。 

なお、第２６条については、２０２２年９月１日より施行する。 

以上

※ただし、ＪＡＦ指定の教材費は実費とする。 

２.～４.（略） 

第２７条～第２８条（略） 

附則 第１条 施行日 

本規定は、２０２２年１１月１日より施行する。 

以上




